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	大雨による浸水被害を最小限に抑える

プラスチック製雨水貯留・浸透施設「アクアスペース」を発売


三菱樹脂株式会社
本　社：東京都千代田区丸の内2-5-2

社　長：神尾　章
資本金：２１５億円
三菱樹脂株式会社は、雨水を地下空間に一時的に貯留し、河川への急激な流入を抑制することで、浸水被害を最小限に抑えることができるプラスチック製雨水貯留・浸透施設「アクアスペース」を１月２５日に発売します。

　雨水貯留・浸透施設は、駐車場や公園、学校のグラウンドなどの地下空間に施工され、そこに雨水を一時的に貯留することで、河川への急激な流入を抑制し、浸水被害を抑える役割を果たします。現在は、コンクリート製の雨水貯留・浸透施設が主流となっていますが、施工期間やコスト面などでさらなる改良が求められています。今回、発売する「アクアスペース」（工法名：アクアプラ工法）は、プラスチック製の雨水貯留・浸透施設で、リサイクル率１００％のポリプロピレンを使用しています。そのため、部材が軽量で組立が簡単であることや優れた空隙率（約９５％）による掘削量、発生残土の削減が可能であることから、これまでのコンクリート製に比べて工期短縮とコスト削減が可能です。また本体ユニットは、鉛直方向の圧縮強度に応じて４種類を品揃えしており、設置場所で必要とされる強度に応じて選択することができます。さらに、阪神大震災に相当する地震動に対応する耐震性をはじめ、堆砂の除去が容易であることや内部の視認性が高く、点検やメンテナンスが容易であることなど、数々の優れた特長を備えています。

　なお、アクアプラ工法は、第４回国土技術開発賞ならびに社団法人雨水貯留浸透技術協会技術評価認定を取得しております。アクアプラは「アクアスペース」の製造元である株式会社明治ゴム化成の登録商標となっております。

近年、宅地開発や道路の舗装整備等によって、大雨時の雨水が地下に浸透しきれず、河川などへ一度に流入することから、河川流域において著しい浸水被害が数多く発生しています。この浸水被害を防ぐために、昨年５月には、全国の特定河川流域において雨水貯留施設の整備などの措置を義務付ける「特定都市河川浸水被害対策法」が施行されました。当社は、この法案の施行を受け、雨水貯留・浸透施設の市場が今後大きく拡大することを見込み、下水道管などの管材製品の販売ルートを活かしながら、２００６年度に１０億円の売上を目標として、「アクアスペース」の販売活動に注力していきます。

【用語解説】

・特定都市河川浸水被害対策法 

都市部を流れる河川の流域において、浸水被害から国民の生命、身体又は財産を保護するため、当該河川及び地域をそれぞれ特定都市河川及び特定都市河川流域として指定し、浸水被害対策の総合的な推進のための流域水害対策計画の策定、河川管理者による雨水貯留浸透施設の整備その他の措置を定めることにより、特定都市河川流域における浸水被害の防止のための対策の推進を図り、もって公共の福祉の確保に資することを目的とした法律（平成１６年５月施行）

【商品概要】

１）材質　　リサイクルポリプロピレン

２）品揃え 本体ユニット：Ａ５、Ａ９、Ａ１３、Ａ１３Ｓ

３）寸法　　本体ユニット：502.5ミリ×502.5ミリ×273.5ミリ

【４段組み立てた状態】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【　施工例　】
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